第３号様式（第７条関係）　（表面）
千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金実績報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　千歳市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　年　月　日付け千歳市指令補助第　　号により交付決定を受けた千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金の実績について、千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金交付要綱第７条に基づき、次のとおり報告します。

記


１　交付決定を受けた補助対象経費
	類型
	該当の有無（※）

	(1)　居室提供・見守り職員の配置に要する経費
	

	(2)　居室提供に要する経費
	

	(3)　見守り職員の派遣に要する経費
	

	(4)　日常生活費等
	


※補助金の交付決定を受けた補助対象経費に〇を付けること。

２　補助対象事業所


３　補助事業実施期間
　　　　　年　　　月　　　日　～　　　月　　　日（　　　　日間）

４　補助金実績報告額
　　　金　　　　　円（内訳は裏面のとおり）

第３号様式（第７条関係）　（裏面）

５　補助金実績報告額の内訳
	類型
	区分
	算定項目
	計算式
	小計

	(1)　居室提供・見守り職員の配置
	基本
	福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）区分６
	　　　　　　　　円　×　　　　　日
	　　　　　　　　円

	
	加算
	ア　基礎
	　　　　　　　　円　×　　　　１日
	円

	
	
	イ　重度障害者
	　　　　　　　　円　×　　　　１日
	円

	
	
	ウ　食事
	　　　　　　　　円　×　　　　　日
	円

	
	
	エ　緊急
	　　　　　　　　円　×　　　　　日
	円

	
	
	オ　送迎
	　　　　　　　　円　×　　　　　回　　　　　　　　
	円

	(2)　居室提供
	基本
	共同生活援助サービス費（Ⅱ）区分１以下
	　　　　　　　　円　×　　　　　日
	　　　　　　　　円

	
	加算
	ア　食事
	　　　　　　　　円　×　　　　　日
	円

	
	
	イ　送迎
	　　　　　　　　円　×　　　　　回　　　　　　　　
	円

	(3)　見守り職員の派遣
	基本
	ア　日中
	　　　　　　　　円　×　　　　　時間
	円　

	
	
	イ　夜間・早朝
	　　　　　　　　円　×　　　　　時間
	円

	
	
	ウ　深夜
	　　　　　　　　円　×　　　　　時間
	円

	(4)　日常生活費等
	
	食材料費
	
	円
　　　　　円

	
	
	家賃
	
	円

	
	
	光熱水費
	
	円

	
	
	日用品費
	
	円

	
	
	その他
	
	円

	合計
	円


※　(4)を利用者に請求したときは、利用者に説明した内容、利用者の同意を得たこと及び領収額を確認することができる書類（重要事項説明書及び領収証の写し等）を添付すること。
※　補助金の算定対象日数には受入れ開始日及び終了日の両方を含む。
※　補助金の算定対象日数は、原則として１回当たり７日以内とする。ただし、緊急の事態が当初の想定を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、７日以内に適切な方策が立てられないと市長が認めた場合には、14日を限度に引き続き算定することができる。
※　時間数は、30分未満を0.25時間、30分以上１時間未満を0.5時間として計算する。
[bookmark: _GoBack]※　算出された補助金の額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
